
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

二
九
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

二
九
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
九
二

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件

二
九
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
異
種
目
換
地
指
定
の
件

二
九
三

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
し
た
件

二
九
三

公

告

○
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
契
約
の
見
積
人
を
選
定
す
る
件

二
九
九

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
知
事
印
（
横
書
き
文

書
用
）

福
島
県
知
事
印
（
横
書
き
文

書
用
）

総
務
部
文
書
管
財
総
室
文

10の２

書
法
務
課
長

福
島
県
知
事
印
（
横
書
き
文

書
用
）

福
島
県
知
事
印
（
横
書
き
文

書
用
）

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
五

月
二
十
六
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
政
策
課
───────────────────────────────────────────────────────────
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市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

曽
根
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
福
島
市
曽
根
田
町
十
二
番
地
一

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
福
島
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

九
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光

商
工
部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル
会
津
城
西
町
店

福
島
県
会
津
若
松
市
城
西
町
六
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
若
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

来
店
及
び
退
店
車
両
の
誘
導
方
法
、
経
路
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
と
の
協
議
を
継
続
し
な

が
ら
万
全
の
対
策
を
実
施
し
、
最
大
限
の
交
通
安
全
へ
の
配
慮
や
交
通
渋
滞
等
の
解
消
に
積
極
的

に
努
め
る
こ
と
。

２

出
店
後
に
お
い
て
も
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
保
全
に
関
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど
の
問
題
が
発

生
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
誠
意
あ
る
対
応
を
行
う
こ
と
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
一
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
九
年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

調
査
を
行
う
者
の
名
称

調

査

地

域

調

査

期

間

福
島
市

大
波
第
九

大
波
第
一
〇

平
成
三
〇
年
三
月
三
一

大
波
第
一
一

日

会
津
若
松
市

花
春
町
第
四

同

郡
山
市

笹
川
第
二

石
筵

石
莚
第
二

同

笹
川
第
三

石
莚
第
三

い
わ
き
市

上
永
井
Ｆ

大
平
Ｇ

同

白
河
市

石
切
場

同

須
賀
川
市

滝
第
五

同

喜
多
方
市

小
舟
寺
第
二

同

伊
達
市

梁
川
第
一
二

梁
川
第
一
三

同

梁
川
第
一
四

岩
瀬
郡
天
栄
村

広
戸
第
二
五

湯
本
第
二
四

同

南
会
津
郡
下
郷
町

枝
松
第
三

同

同

郡
南
会
津
町

永
田
第
五

永
田
第
六

同

耶
麻
郡
北
塩
原
村

大
塩
第
八

同

河
沼
郡
湯
川
村

米
丸

森
台

同

───────────────────────────────────────────────────────────
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大
沼
郡
会
津
美
里
町

福
永
第
二

蕎
麦
ノ
目

同

東
白
川
郡
塙
町

川
上
七

川
上
八

同

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
で
準
用
す
る
同
法

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
を
県
営
区
画
整
理
事
業
右
田
・
海
老
地
区
に
係

る
換
地
計
画
に
お
い
て
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
を
定
め
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
の
表
示

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

南
相
馬
市
鹿
島
区
南
海
老
字
西
畑
一
一
六
番
地
一

一
、
〇
〇
三
の
う
ち
五
〇
〇

同

市
鹿
島
区
北
右
田
字
稲
荷
田
七
八
番
地
一

六
三
八
の
う
ち
五
〇
〇

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
三
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

株
式
会
社
フ
ェ

福
島
市
土
船
字
新
林
二

福
島
市
桜
本
字
会
沢
新
林
一
九
ほ
か
四
十
一

リ
ス
ラ
テ

五
―
一
七

筆

佐
藤

裕
一

福
島
市
町
庭
坂
字
原
中

福
島
市
笹
木
野
字
笹
木
野
原
四
―
一
一
一
ほ

二
―
一
五

か
一
筆

栗
原

正
司

福
島
市
大
波
字
水
戸
内

福
島
市
大
波
字
土
屋
場
一
三
―
一

一
二
―
三

株
式
会
社

穂

福
島
市
松
川
町
字
脇
原

福
島
市
松
川
町
字
上
本
西
五
八
―
一
ほ
か
十

之
和
元
気
フ
ァ
ー

三
二
―
三

筆

ム長
南

昭
一

福
島
市
松
川
町
浅
川
字

福
島
市
松
川
町
字
大
名
一
九
ほ
か
二
十
四
筆

古
浅
川
四
四

加
藤

勇
治

福
島
市
荒
井
字
目
増
二

福
島
市
荒
井
字
古
内
北
四
七
―
一
ほ
か
三
十

〇

一
筆

黒
澤

喜
久
夫

福
島
市
大
森
字
高
畑
一

福
島
市
大
森
字
団
子
田
八
二
ほ
か
十
八
筆

〇
二
―
三

佐
藤

正
吉

福
島
市
鎌
田
字
船
前
一

福
島
市
佐
原
字
下
林
二
七
―
一
ほ
か
二
筆

二
―
二

佐
藤

洋
一

福
島
市
方
木
田
字
赤
沢

福
島
市
下
鳥
渡
字
中
谷
地
二
九
ほ
か
三
筆

三
〇

株
式
会
社

カ

福
島
市
大
笹
生
字
横
堀

福
島
市
笹
谷
字
中
横
堀
五
六
ほ
か
二
筆

ト
ウ
フ
ァ
ー
ム

一
二
―
一

佐
藤

幹
彦

福
島
市
笹
谷
字
塗
谷
地

福
島
市
大
笹
生
字
叺
内
一
五

六
三

佐
藤

儀
一

福
島
市
笹
谷
字
伏
之
内

福
島
市
笹
谷
字
白
田
三
二

四
六

遊
佐

利
右
衞

福
島
市
笹
谷
字
西
小
楢

福
島
市
笹
谷
字
東
金
屋
二
八
ほ
か
八
筆

門

一
八

遠
藤

幸
一

本
宮
市
青
田
字
古
舘
二

本
宮
市
青
田
字
古
舘
四
五
―
一
ほ
か
十
筆

五
―
二

渡
辺

雅
弘

本
宮
市
青
田
字
寄
松
三

本
宮
市
青
田
字
大
谷
下
六
〇
ほ
か
三
筆

二

有
限
会
社

ア

郡
山
市
日
和
田
町
字
北

郡
山
市
喜
久
田
町
早
稲
原
字
弥
五
郎
五
七
―

グ
リ
サ
ー
ビ
ス

野
二
六

一
ほ
か
百
六
十
筆

あ
さ
か
野



平成29年５月26日 金曜日 福 島 県 報 第2902号 294

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

飛
澤

良
男

岩
瀬
郡
鏡
石
町
笠
石
二

岩
瀬
郡
鏡
石
町
南
町
九
五
―
一
ほ
か
四
筆

三

石
井

拓

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
柿

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
沖
内
字
沖
田
六
三
ほ
か

之
内
字
沖
内
二
七

五
筆

岩
橋

亮

田
村
郡
小
野
町
大
字
塩

田
村
郡
小
野
町
大
字
塩
庭
字
阿
勢
婦
八

庭
字
永
志
田
七
五

熊
田

甚
一

白
河
市
大
信
増
見
字
増

白
河
市
大
信
増
見
字
落
合
二
八
―
一
ほ
か
六

見
一
九
一

筆

有
限
会
社

白

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
大
久
保
五
九

河
高
原
農
場

鶴
生
字
萱
窪
二
―
一

ほ
か
六
十
一
筆

株
式
会
社

山

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
関
根
九
一
ほ

市
農
産

熊
倉
字
風
吹
一
五
〇

か
三
筆

須
藤

好
道

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
風
吹
一
六
七

熊
倉
字
沼
田
八
〇

ほ
か
四
筆

仁
平

次
雄

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
風
吹
一
七
〇
―

熊
倉
字
麦
田
三
六

一
ほ
か
四
筆

仁
平

兼
二
郎

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
カ
ヲ
ス
四
〇

熊
倉
字
麦
田
三
四

ほ
か
三
筆

宮
川

長
太
郎

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
熊
倉
字
妙
見
前
五
〇

熊
倉
字
麦
田
一
四

ほ
か
三
筆

角
田

誠
一
郎

西
白
河
郡
矢
吹
町
田
内

西
白
河
郡
矢
吹
町
子
ハ
清
水
一
五
五
ほ
か
五

二
〇
一

筆

本
田

武
史

会
津
若
松
市
一
箕
町
大

会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字
八
幡
字
石
部
二
三

字
八
幡
字
墓
料
五
七

ほ
か
七
筆

木
津

順
一

会
津
若
松
市
町
北
町
大

会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
中
沢
字
平
沢
六
五

字
中
沢
字
平
沢
四
四
八

九

伊
藤

重
明

会
津
若
松
市
高
野
町
大

会
津
若
松
市
高
野
町
大
字
上
高
野
字
村
内
二

字
上
高
野
字
村
内
三
九

〇
―
一
ほ
か
十
一
筆

伊
藤

由
喜

会
津
若
松
市
高
野
町
大

会
津
若
松
市
高
野
町
大
字
上
高
野
字
村
内
一

字
上
高
野
字
村
内
八
〇

七
一
ほ
か
八
筆

中
島

吉
昌

会
津
若
松
市
神
指
町
高

会
津
若
松
市
神
指
町
大
字
高
瀬
字
大
田
五
一
―

瀬
新
田
二
一

三
ほ
か
一
筆

菊
地

要
一

会
津
若
松
市
門
田
町
大

会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
日
吉
字
小
金
井
七

字
徳
久
字
竹
之
元
五
六

六
ほ
か
五
筆

九

有
限
会
社

ご

大
沼
郡
会
津
美
里
町
福

会
津
若
松
市
北
会
津
町
下
野
字
濁
川
向
五
二
―

ん
べ
い

重
岡
倉
崎
乙
九
五
九

一
ほ
か
一
筆

武
藤

昭
夫

会
津
若
松
市
白
虎
町
一

会
津
若
松
市
河
東
町
広
田
字
原
一
〇
〇

四
五
―
一

小
山

要
一

会
津
若
松
市
大
戸
町
大

会
津
若
松
市
大
戸
町
上
雨
屋
一
二
二
八
ほ
か

字
高
川
乙
二
〇
七

一
筆

二
瓶

剛
史

会
津
若
松
市
大
戸
町
上

会
津
若
松
市
大
戸
町
上
雨
屋
一
二
二
九

雨
屋
四
三
七

浅
野

日
出
子

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
寺
南
三
九
―

共
和
字
西
田
面
五
二
四

一
ほ
か
二
十
筆

阿
部

一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
一
一
七

共
和
字
西
田
面
六
三
四

ほ
か
九
筆

阿
部

孝
二

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
六
三
―

共
和
字
西
田
面
二
七
四

ほ
か
二
十
三
筆

a

荒
川

茂

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
七
一
―

共
和
字
西
田
面
五
六
八

一
ほ
か
十
七
筆

荒
川

洋
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
地
間
二
七
一

共
和
字
西
田
面
一
五
九

ほ
か
二
筆
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五
十
嵐

裕
美

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
地
間
三
〇
四

子

共
和
字
西
田
面
六
七
一

ほ
か
一
筆

一
ノ
瀬

浩
樹

会
津
若
松
市
町
北
町
大

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
寺
南
五
五
ほ

字
上
荒
久
田
字
畑
村
東

か
七
筆

四
〇
―
八

一
ノ
瀬

三
男

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
西
田
面
一
〇

共
和
字
西
田
面
一
〇
一

〇
―
二
ほ
か
七
筆

岡
島

昭
夫

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
六
八
―

共
和
字
西
田
面
三
六
八

ほ
か
十
四
筆

a

簡

ツ
ヤ
コ

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
道
上
五
六
―

共
和
字
西
田
面
二
六
〇

一
ほ
か
八
筆

児
玉

健
二

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
寺
南
二
二
ほ

共
和
字
西
田
面
四
四
一

か
六
筆

児
玉

修
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
原
字
藁

作
三
八
―

ｹ

共
和
字
大
清
水
一
九

一
ほ
か
十
七
筆

小
桧
山

寿
範

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
六
八
―

共
和
字
西
田
面
五
二
九
―

ほ
か
二
十
筆

C

一

小
桧
山

駿

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
道
上
一
三
ほ

共
和
字
西
田
面
二
七
二

か
九
筆

小
桧
山

昭
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
六
九
ほ

共
和
字
西
田
面
二
七
二

か
六
十
筆

小
桧
山

正
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
田
九
三
ほ

共
和
字
西
田
面
五
〇
六

か
九
筆

小
桧
山

豊
栄

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
田
一
〇
八

共
和
字
西
田
面
五
二
三

ほ
か
五
筆

小
桧
山

春
男

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
西
田
面
九
九
―

共
和
字
西
田
面
四
四
五

一
ほ
か
四
筆

小
桧
山

正
司

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
田
一
〇
三

共
和
字
西
田
面
三
五
〇

ほ
か
十
筆

小
桧
山

義
博

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
寺
田
一
〇
四

共
和
字
西
田
面
三
七
一

ほ
か
七
筆

島
田

弘
美

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
寺
南
四
二
ほ

共
和
字
西
田
面
五
一
七

か
七
筆

鈴
木

正
司

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
寺
田
九
四
―

共
和
字
西
田
面
五
二
八

一
ほ
か
十
筆

鈴
木

正
幸

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
西
田
面
七
二

共
和
字
西
田
面
二
七
三

ほ
か
七
筆

田
中

晴
夫

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
田
一
〇
〇

共
和
字
西
田
面
二
四
九

ほ
か
十
筆

田
中

義
正

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
田
一
〇
五
―

共
和
字
西
田
面
六
六
八

一
ほ
か
八
筆

遠
山

友
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
寺
南
九
ほ
か

共
和
字
大
清
水
九

二
十
二
筆

二
瓶

剛
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
田
九
九
―

共
和
字
西
田
面
二
五
一

一
ほ
か
十
三
筆

長
谷
川

貞
子

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
地
間
三
〇
六

共
和
字
西
田
面
四
三
四

ほ
か
三
筆

星

一
夫

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
西
田
面
一
〇

共
和
字
西
田
面
四
九
八

二
ほ
か
十
一
筆

星

幸
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
六
三
―

共
和
字
西
田
面
四
七
三

ｂ
ほ
か
七
筆
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星

政
治

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
六
十
苅
二
四

共
和
字
西
田
面
四
八
八

四
―
三
ほ
か
四
筆

星

司

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
五
四
―

共
和
字
西
田
面
五
六
二

一
ほ
か
二
十
四
筆

星

浩

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
西
田
面
一
一

共
和
字
西
田
面
五
〇
〇

〇
ほ
か
五
筆

宮
崎

伝

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
田
九
六
―

共
和
字
西
田
面
一
六
六

一
ほ
か
十
筆

渡
部

君
雄

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
向
山
六
三
―

共
和
字
西
田
面
三
九
三

ほ
か
二
筆

C

渡
部

利
意

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
寺
田
九
二
―

共
和
字
西
田
面
一
六
五

一
ほ
か
十
筆

渡
部

伸
人

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
滝
ノ
前
七
九

共
和
字
西
田
面
五
〇
七

ほ
か
十
八
筆

加
藤

明
男

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
村
東
一
五
四

共
和
字
下
馬
渡
三
八

株
式
会
社

く

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共
和
字
村
前
二
三
ほ

ま
の
も
り
樂
農

共
和
字
熊
野
鼻
二
三

か
五
筆

株
式
会
社

東

会
津
若
松
市
湊
町
大
字

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
平
潟
字
平
四
一
ほ
か

田
面
農
産

平
潟
字
家
ノ
セ
ト
三
〇

一
筆

鈴
木

幸
男

喜
多
方
市
豊
川
町
高
堂

喜
多
方
市
豊
川
町
高
堂
太
字
村
中
一
九
二
五

太
字
村
中
二
七
三
一

ほ
か
二
筆

岩
本

充

喜
多
方
市
岩
月
町
宮
津

喜
多
方
市
岩
月
町
宮
津
字
銭
神
一
二

字
宮
東
一
六
六
一

東
條

貞
一
郎

喜
多
方
市
岩
月
町
宮
津

喜
多
方
市
岩
月
町
宮
津
字
銭
神
一
六

字
台
田
九
三
八

安
藤

大
介

喜
多
方
市
塩
川
町
遠
田

喜
多
方
市
塩
川
町
遠
田
字
捲
原
一
七
二
―
一

字
谷
地
中
三
二
八
四

ほ
か
五
筆

阿
部

元
則

喜
多
方
市
塩
川
町
四
奈

喜
多
方
市
塩
川
町
四
奈
川
字
鏡
ノ
町
一
〇
―

川
字
若
宮
一
三
六
九

一
ほ
か
四
筆

佐
藤

孝
徳

喜
多
方
市
塩
川
町
四
奈

喜
多
方
市
塩
川
町
四
奈
川
字
扇
田
八
―
一
ほ

川
字
能
力
二
五

か
八
筆

小
林

郁
男

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合
字
天
神
宮
一
一
ほ
か

字
中
屋
敷
乙
三
〇
六

四
筆

鈴
木

貞
喜

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合
字
天
神
宮
一
六
ほ
か

字
中
屋
敷
乙
三
一
一

五
筆

芳
賀

耕
平

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合
字
天
神
宮
一
二
ほ
か

字
中
屋
敷
乙
三
四
八

二
十
二
筆

芳
賀

正
武

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合
字
天
神
宮
一
ほ
か
十

字
中
屋
敷
乙
三
〇
〇

一
筆

譲
矢

満

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合
字
天
神
宮
一
八
ほ
か

字
中
屋
敷
乙
二
九
一
―

十
五
筆

二

田
代

宏
昭

喜
多
方
市
高
郷
町
上
郷

喜
多
方
市
高
郷
町
上
郷
字
西
海
枝
二
七
―
一

字
狸
石
丙
三
七
九

ほ
か
十
一
筆

穴
澤

安
夫

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
四
二

字
萱
場
四
九
五

ほ
か
八
筆

金
子

豊

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
四
〇
―

字
西
町
六
八
〇

一
―
一
ほ
か
八
筆

穴
沢

文
浩

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

三
二
八
―

字
西
町
六
八
二

二
―
二
ほ
か
五
筆

佐
々
木

長
德

喜
多
方
市
塩
川
町
五
合

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
〇
三
―

字
金
森
甲
五
五
二

二
ほ
か
十
筆
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斎
藤

秀
一

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
三
五

字
上
村
八
六
九

ほ
か
二
十
一
筆

斎
藤

敏

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
七
三

字
上
村
八
七
〇

ほ
か
五
筆

大
西

司

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
五
七

字
上
村
九
三
〇

ほ
か
十
一
筆

大
西

尚
和

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
三
九
―

字
上
村
八
五
七

一
ほ
か
五
筆

株
式
会
社

塚

喜
多
方
市
塩
川
町
大
字

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
一
三

原
農
産

金
橋
字
金
川
二
〇
九
八

ほ
か
一
筆

田
沢

正
人

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
六
七

字
上
村
九
二
六

ほ
か
五
筆

物
江

義
明

喜
多
方
市
塩
川
町
中
屋

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

一
三
八
―

沢
字
竹
屋
丙
四
八

二
ほ
か
三
十
六
筆

木
村

春
夫

喜
多
方
市
塩
川
町
常
世

喜
多
方
市
一
時
利
用
地
駒
形
第
二

二
八
四
―

字
東
南
沢
三
八
二
五

二
ほ
か
八
筆

後
藤

孝
幸

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
赤

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
赤
枝
字
下
り
五
六
ほ
か

枝
字
宮
在
家
二
一
二

四
筆

遠
藤

啓
彦

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
大

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
大
谷
字
石
橋
三
一
ほ
か

谷
字
村
添
二
三
一
五

一
筆

五
十
嵐

孝
市

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
更
科
字
七
ツ
森
七
〇
四

磐
根
字
土
田
三
三
二
三

一

渡
部

賢
次

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
磐
梯
字
七
ツ
森
八
〇
二

磐
根
字
土
田
三
二
九
三

〇
ほ
か
三
十
筆

大
庭

裕

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
更
科
字
七
ツ
森
七
〇
四

磐
根
字
土
田
三
四
三
一

六
ほ
か
一
筆

鈴
木

博
文

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
磐
梯
字
七
ツ
森
八
〇
二

磐
根
字
土
田
三
一
五
二

二
―
一
ほ
か
三
筆

渡
部

一
和

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
川
桁
字
家
ノ
前
三
六

川
桁
字
元
幸
野
七
二

三
二
ほ
か
五
筆

大
久
保

春
雄

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
山
潟
字
山
潟
東
三
七

山
潟
字
空
窪
前
一
〇
一

ほ
か
二
十
七
筆

六

阿
部

達
也

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
沼
ノ
倉
南
一
ほ
か
五
筆

三
郷
字
下
太
子
堂
三
八

〇

星

拓

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
三
ツ
和
字
沢
目
四
〇

三
ツ
和
字
新
在
家
一
四

八
ほ
か
二
筆

二
四

遠
藤

慶
一

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
神
送
二
八
ほ

磐
根
字
土
田
三
三
二
五

か
十
筆

遠
藤

功

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
神
送
一
ほ
か

磐
根
字
土
田
三
三
八
六
―

六
十
二
筆

二

五
十
嵐

孝
市

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
十
郎
橋
五
ほ

磐
根
字
土
田
三
三
二
三

か
十
筆

佐
賀

久
人

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
村
東
一
四
八

磐
根
字
湯
達
沢
二
五
五

ほ
か
十
一
筆

四

石
川

重
廣

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
神
送
九
―
一

磐
根
字
土
田
三
四
三
二

ほ
か
三
十
四
筆

大
月

喜
裕

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
十
郎
橋
四
ほ

磐
根
字
土
田
三
四
〇
九

か
二
十
一
筆
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大
庭

裕

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
神
送
二
三
―

磐
根
字
土
田
三
四
三
一

一
ほ
か
二
十
三
筆

渡
部

賢
次

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
神
送
六
ほ
か

磐
根
字
土
田
三
二
九
三

十
五
筆

鈴
木

吉
信

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
十
郎
橋
二
ほ

磐
根
字
土
田
三
四
〇
三

か
十
筆

鈴
木

博
文

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐
根
字
十
郎
橋
一
〇
―

磐
根
字
土
田
三
一
五
二

一
ほ
か
五
筆

横
山

盛
雄

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
中
泉
字
中
政
所
西

字
中
泉
字
毘
沙
田
四
四
―

五
五
―
一
ほ
か
五
筆

一

あ
ぐ
り
勝
方

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
勝
大
字
東
原
二
一

株
式
会
社

字
勝
大
字
上
條
一
七
一

ほ
か
二
十
筆

二

佐
藤

武
喜

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
長
井
字
新
田
東
一

字
長
井
字
花
畑
二
一
八

四
五
―
一
ほ
か
四
十
一
筆

四

齋
藤

文
範

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
塔
寺
字
馬
場
一
二
―

字
見
明
字
村
内
一
四
五

一
ほ
か
五
筆

一

武
藤

健
助

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
中
泉
字
中
政
所
西

字
中
泉
字
中
屋
敷
一
八

一
ほ
か
一
筆

一
四

賀
川

博
男

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
沼
越
字
村
前
一
三

字
御
池
田
字
石
田
八
七

八
ほ
か
二
筆

七

有
限
会
社

会

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
御
池
田
字
御
池
二

津
み
ず
ほ
農
場

市
中
二
番
甲
三
五
九
〇

五
ほ
か
二
十
三
筆

渡
辺

清
栄

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
高
寺
字
五
味
四
三

字
高
寺
字
舟
渡
四
六
六

ほ
か
六
筆

二

猪
俣

正
彦

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
樋
島
字
野
沢
作
一

字
樋
島
字
上
野
二
二
二

〇
ほ
か
二
筆

六

遠
藤

和
栄

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
新
開
津
字
大
戸
前

字
新
開
津
字
村
内
五

二
四
ほ
か
五
筆

三
澤

功

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
熊

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
熊
ノ
目
字
中
ノ
目
東
四

ノ
目
字
居
花
一
四
一
二

三
ほ
か
五
筆

蓮
沼

哲

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
熊
ノ
目
字
中
ノ
目
西
七

字
金
上
字
東
村
八
四

七
ほ
か
七
筆

志
保
原

一
夫

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
郷

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
郷
戸
字
米
野
一
三
―
一

戸
字
石
生
甲
一
九
〇
七

ほ
か
二
筆

五
十
嵐

富
夫

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
両

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
佐
倉
字
馬
場
四

原
字
持
石
四
七
―
二

本
名

昭
司

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
佐

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
佐
倉
字
三
百
苅
七
ほ
か

倉
字
馬
場
七
四
二

九
筆

株
式
会
社

グ

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
下

大
沼
郡
昭
和
村
大
字
松
山
字
上
新
田
一
五
―

リ
ー
ン
フ
ァ
ー

中
津
川
字
宮
田
二
五
四

一
ほ
か
三
筆

ム

八

有
限
会
社

ご

大
沼
郡
会
津
美
里
町
福

大
沼
郡
会
津
美
里
町
氷
玉
字
岩
室
七
二
ほ
か

ん
べ
い

重
岡
字
倉
崎
乙
九
五
九

三
筆

北
の
オ
リ
ー
ブ

い
わ
き
市
平
下
平
窪
字

い
わ
き
市
四
倉
町
玉
山
字
宇
ノ
淵
二
三
―
一

合
同
会
社

鍛
冶
内
二
九

ほ
か
九
筆

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

（
農
業
担
い
手
課
）
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公

告

公 告 第 １ １ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 荷 役 機 械 建 造 工 事 （ コ ン ベ ア 設

備 他 ） の 請 負 に つ い て 、 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 （ 技 術 提 案 書 （ 機 械 の 仕 様 等 ） 及 び 工
事 に 要す る費 用 の参 考見 積（ 以 下「 見 積書 」 とい う。 ） を公 募し 、 当該 工事 に ふさ わし い
総 合 的 に 優 れ た 技 術 提 案 書 及 び 見 積 書 を 提 出 し た 者 を 随 意 契 約 の 相 手 方 と す る 方 式 ） に
よ り 当 該 工 事 に 係 る 契 約 の 見 積 人 を 選 定 す る の で 、 次 の と お り 公 告 す る 。

平 成 29年 ５ 月 26日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 工 事 概 要
⑴ 調 達 を す る 建 設 工 事 の 件 名 及 び 数 量 小 名 浜 港 ・ 荷 役 機 械 建 造 工 事 （ コ ン ベ ア 設
備 他 ） 一 式

⑵ 工 事 名 荷 役 機 械 建 造 工 事 （ コ ン ベ ア 設 備 他 ）
⑶ 港 名 小 名 浜 港
⑷ 工 事 箇 所 福 島 県 い わ き 市 小 名 浜 字 高 山 地 先
⑸ 工 事 内 容 ベ ル ト コ ン ベ ア 一 式 、 ト ラ ッ ク 積 み ホ ッ パ 一 基 、 ア ン ロ ー ダ 一
基

⑹ 履 行 期 限 平 成 31年 12月 27日
２ 参 加 資 格

技 術 提 案 書 及 び 見 積 書 （ 以 下 「 技 術 提 案 書 等 」 と い う。） を 提 出 す る 者 （ 以 下 「 提
出 者 」 と い う 。 ） は 、 ⑴ に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 共 同 企 業 体 （ ２ 以 上 の 者 が
当 該 プ ロ ポ ー ザ ル に 係 る 業 務 を 共 同 連 帯 し て 請 け 負 う 場 合 に お け る 当 該 共 同 連 結 関 係
に あ る 各 者 に よ り 構 成 さ れ る 企 業 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は ⑵ に 掲 げ る 条 件 を 全 て
満 足 し て い る 単 独 の 者 で あ る こ と 。
⑴ 共 同 企 業 体 の 資 格 要 件
ア 構 成 員 の 全 て が (ｱ)か ら (ｵ)ま で に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ る こ と 。
(ｱ) 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ の 規 定 に 該 当 し な い 者
で あ る こ と 。

(ｲ) 評 価 基 準 日 （ 平 成 29年 ７ 月 ４ 日 （ 技 術 提 案 書 等 の 提 出 期 限 の 日 ） ） に 福 島 県
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建 設 工 事 等 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 要 綱 （ 平 成 19年 ３ 月 30日 付 け 18財 第 634 2号 総
務 部 長 依 命 通 達 ） に 基 づ く 入 札 参 加 資 格 制 限 措 置 中 の 者 で な い こ と 。

(ｳ) 機 械 器 具 設 置 工 事 業 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 24年 法 律 第 100号 ） 別 表 第 １ の 機 械 器 具
設 置 工 事 の 項 に 規 定 す る 機 械 器 具 設 置 工 事 業 を い う 。 ） に 係 る 同 法 第 15条 の 特
定 建 設 業 の 許 可 を 受 け て い る 者 で あ る こ と 。

(ｴ) 会 社 更 生 法 （ 平 成 14年 法 律 第 154号 ） の 規 定 に よ る 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し
た 者 若 し く は 申 立 て を な さ れ た 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11年 法 律 第 225号 ） の 規
定 に よ る 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し た 者 若 し く は 申 立 て を な さ れ た 者 に あ っ て
は 、 当 該 手 続 開 始 の 決 定 の 後 に 「 会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 き 開 始 の 決 定 を
受 け た 者 の 建 設 工 事 等 入 札 参 加 資 格 の 再 審 査 等 に 関 す る 要 領 」 （ 平 成 14年 ６ 月
17日 付 け 14監 第 81 3号 土 木 部 長 通 知 ） に よ り 資 格 の 再 認 定 を 受 け た 者 で あ る こ
と 。

(ｵ) こ の 公 告 の 時 点 に お い て 有 効 な 、 か つ 、 最 新 の 建 設 業 法 第 27条 の 23第 １ 項 の
審 査 を 受 け て い る こ と 。

イ 構 成 員 は 、 ２ 者 又 は ３ 者 で あ る こ と 。
ウ 共 同 企 業 体 の 運 営 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め た 協 定 書 を 締 結 し て い る 者 で あ る
こ と 。

エ 構 成 員 に お い て 決 定 さ れ た 代 表 者 が 、 ウ の 協 定 書 に お い て 明 ら か な 者 で あ る こ
と 。

オ 構 成 員 は 、 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と し て 又 は 単 独 で 本 件 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加
し な い こ と 。

⑵ 共 同 企 業 体 で な い 単 独 の 者 の 資 格 要 件
ア ⑴ の ア の (ｱ)か ら (ｵ)ま で に 掲 げ る 資 格 要 件 を 全 て 満 足 す る 者 で あ る こ と 。
イ 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と し て 本 件 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 し な い 者 で あ る こ と 。

３ 技 術 提 案 書 等 の 評 価 基 準 及 び 選 定 の 方 法
荷 役 機 械 建 造 工 事 （ コ ン ベ ア 設 備 他 ） 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 募 集 要 領 （ 以 下 「 募

集 要 領 」 と い う 。） に よ る 。
４ 参 加 の 手 続
⑴ 問 合 せ 先

郵 便 番 号 971-8101 福 島 県 い わ き 市 小 名 浜 字 辰 巳 町 56番 地
福 島 県 小 名 浜 港 湾 建 設 事 務 所 建 設 課
電 話 0246 - 53 - 7 1 46

⑵ 募 集 要 領 、 各 種 様 式 等 の 配 布
ア 配 布 期 間

平 成 29年 ５ 月 26日 （ 金 ） か ら 同 年 ６ 月 ７ 日 （ 水 ） ま で （ 土 曜 日 及 び 日 曜 日 を 除
く。 ） の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で

イ 配 布 場 所
⑴ に 掲 げ る 場 所 に お い て 手 交 し 、 又 は 郵 送 す る 。
な お 、 福 島 県 小 名 浜 港 湾 建 設 事 務 所 ホ ー ム ペ ー ジ （ http ://www.pre f . fukush ima .
l g . j p / s e c / 4 1 4 0 0 a /） か ら ダ ウ ン ロ ー ド し て 入 手 す る こ と が で き る 。

ウ 配 布 方 法
(ｱ) 手 交 を 希 望 す る 場 合

電 子 デ ー タ 保 存 用 の 未 使 用 の Ｃ Ｄ － Ｒ を ⑴ に 掲 げ る 場 所 に 持 参 す る こ と 。 Ｃ
Ｄ － Ｒ に 複 製 し 、 手 交 す る 。

(ｲ) 郵 送 に よ る 配 布 を 希 望 す る 場 合
表 に 「 荷 役 機 械 建 造 工 事 （ コ ン ベ ア 設 備 他 ） 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 募 集 要

領 等 請 求 用 封 筒 在 中 」 と 明 記 し た 封 筒 に 、 電 子 デ ー タ 保 存 用 の 未 使 用 の Ｃ Ｄ －
Ｒ と 返 信 用 の 封 筒 （ 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大 き さ の 用 紙 が 20枚 程 度 入 る 大 き
さ の 封 筒 に 必 要 額 の 郵 便 切 手 を 貼 付 の 上 、 返 信 先 を 明 記 ） を 同 封 し 、 一 般 書 留
又 は 簡 易 書 留 郵 便 で ⑴ に 掲 げ る 場 所 に 郵 送 す る こ と 。 Ｃ Ｄ － Ｒ に 複 製 し 、 返 送
す る 。 配 布 期 間 内 の 消 印 の あ る も の に 限 り 有 効 と す る 。

⑶ 質 問 書
技 術 提 案 書 等 の 作 成 又 は 提 出 に 関 し 疑 義 が あ る と き は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り

質 問 書 を 提 出 し 、 回 答 を 受 け る こ と が で き る 。
ア 提 出 期 間

平 成 29年 ５ 月 26日 （ 金 ） か ら 同 年 ６ 月 １ 日 （ 木 ） ま で （ 土 曜 日 及 び 日 曜 日 を 除
く 。 ） の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で

イ 提 出 方 法

───────────────────────────────────────────────────────────
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⑴ に 掲 げ る 場 所 に 持 参 又 は 郵 送 に よ る ほ か 、 フ ァ ク シ ミ リ（ 0246 - 5 3 - 7 1 3 0） 又
は 電 子 メ ー ル （ on a h am a . k o uw a n@p r e f . f u k u s h i m a . l g . j p ） に よ っ て 提 出 す る こ と が
で き る 。 た だ し 、 フ ァ ク シ ミ リ 又 は 電 子 メ ー ル に よ る 場 合 は 、 必 ず 質 問 書 送 信 の
旨 を 電 話 に よ り 連 絡 し 、 後 日 、 質 問 書 を 持 参 又 は 郵 送 に よ り 提 出 す る こ と 。

ウ 回 答
質 問 に 対 す る 回 答 は 平 成 29年 ６ 月 ６ 日 （ 火 ） か ら 同 年 ７ 月 ４ 日 （ 火 ） ま で の 間 、

福 島 県 小 名 浜 港 湾 建 設 事 務 所 ホ ー ム ペ ー ジ（ h t t p : / / w w w . p r e f . f u k u s h i m a . l g . j p /
s e c / 4 1 4 0 0 a /）に 掲 載 す る ほ か 、 書 面 に よ る 回 答 を 希 望 す る 者 に は ⑴ に 掲 げ る 場 所
に お い て 回 答 書 を 手 交 す る 。

⑷ 技 術 提 案 書 等 の 提 出
ア 提 出 期 限

平 成 29年 ７ 月 ４ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で
イ 提 出 方 法

⑴ に 掲 げ る 場 所 に 持 参 又 は 郵 送 に よ り 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 郵 送 に よ る 場 合
は 、 書 留 に よ る も の と し 、 提 出 期 限 内 必 着 と す る 。

ウ 提 出 書 類
募 集 要 領 に よ る 。

⑸ 見 積 書 の 徴 取
３ に 定 め る と こ ろ に よ り 選 定 さ れ た 工 事 請 負 候 補 者 か ら 、 当 該 契 約 に 係 る 見 積 書

を 徴 取 す る 。
５ そ の 他
⑴ 技 術 提 案 書 等 の 提 出 の 無 効

次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 技 術 提 案 書 等 は 無 効 と す る 。
ア 提 出 者 が ２ に 定 め る 参 加 資 格 等 を 満 た し て い な い 場 合
イ 同 一 の 者 が ２ つ 以 上 の 技 術 提 案 書 等 を 提 出 し た 場 合
ウ 技 術 提 案 書 等 の 提 出 方 法 、 提 出 先 又 は 提 出 期 限 に 適 合 し な い 場 合 （ 技 術 提 案 書
等 に 参 加 資 格 の 確 認 の た め の 書 類 及 び 技 術 提 案 書 等 の 内 容 を 確 認 す る た め の 書 類
が 添 付 さ れ て い な い 場 合 を 含 む 。 ）
な お 、 提 出 期 限 の 日 ま で に 技 術 提 案 書 等 が 到 着 し な い こ と を 理 由 に 技 術 提 案 書

等 を 無 効 と し た 場 合 、 一 般 書 留 又 は 簡 易 書 留 に よ る 配 達 の 記 録 を 有 さ な い 者 か ら
の 異 議 は 受 け 付 け な い 。

エ 技 術 提 案 書 等 の 作 成 様 式 及 び 募 集 要 領 に 示 さ れ た 条 件 に 適 合 し な い 場 合 （ 評 価
項 目 を ０ 点 と す る な ど の 無 効 以 外 の 取 扱 い が 示 さ れ て い る 条 件 を 除 く 。 ）

オ 虚 偽 の 内 容 が 記 載 さ れ て い る 場 合
カ 技 術 提 案 書 等 の 提 出 か ら 契 約 ま で の 間 に 、 実 施 体 制 に 記 載 し た 提 案 担 当 技 術 者
が 本 工 事 に 携 わ る こ と が 困 難 と な っ た 場 合 （ 病 気 、 事 故 、 退 職 等 や む を 得 な い 事
情 が あ る 場 合 を 除 く 。 ）

キ 募 集 要 領 に 定 め る 手 続 以 外 の 手 法 に よ り 、 審 査 委 員 又 は 関 係 者 に 技 術 提 案 書 等
に 対 す る 援 助 又 は 問 い 合 わ せ を 直 接 的 又 は 間 接 的 に 求 め た 場 合

ク ヒ ア リ ン グ 当 日 に 出 席 し な か っ た 場 合 （ 交 通 事 故 、 自 然 災 害 等 の 不 測 の 事 態 が
発 生 し 、 ヒ ア リ ン グ 開 始 時 刻 に 到 着 で き な か っ た 場 合 を 除 く 。 ）

⑵ 契 約 保 証 金
契 約 相 手 方 と な っ た 者 は 、 福 島 県 工 事 請 負 契 約 約 款 （ 平 成 ８ 年 ３ 月 29日 付 け 財 第

175号 総 務 部 長 依 命 通 達 ） の 規 定 に よ り 、 契 約 金 額 の 100分 の 10以 上 の 額 の 契 約 保 証
金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該
当 す る 場 合 に お い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。

⑶ 契 約 の 成 立
本 工 事 の 契 約 に つ い て は 、 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に

関 す る 条 例 （ 昭 和 39年 福 島 県 条 例 第 21号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 議 会 の 議
決 を 得 た と き に 成 立 す る も の と す る 。 た だ し 、 契 約 の 相 手 方 の 決 定 後 、 議 決 ま で の
間 に 契 約 の 相 手 方 （ 法 人 で あ る 場 合 は 、 法 人 の 役 員 又 は そ の 使 用 人 ） が 逮 捕 さ れ る
な ど 反 社 会 的 な 行 為 等 が あ り 、 そ の 者 を 契 約 の 相 手 方 と す る こ と が 適 当 で な い と 認
め る と き は 、 契 約 を 締 結 し な い 。

⑷ 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨
日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨

⑸ 契 約 書 作 成 の 要 否 要
⑹ 詳 細 は 、 募 集 要 領 等 に よ る 。

６ Summa r y

───────────────────────────────────────────────────────────
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